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法政大学専門職大学院イノベーション・マネジメント研究科イノベーション・

マネジメント専攻に対する認証評価結果 

 

 

Ⅰ 認証評価結果 

 

評価の結果、法政大学専門職大学院イノベーション・マネジメント研究科イノベーシ

ョン・マネジメント専攻（経営系専門職大学院）は、本協会の経営系専門職大学院基準

に適合していると認定する。 

認定の期間は 2024（平成 36）年３月 31日までとする。 

 

 

Ⅱ 総 評 

法政大学専門職大学院イノベーション・マネジメント研究科イノベーション・マネジメ

ント専攻は、「社会や企業の中でイノベーションを起こしていく人材の育成」という目的

を掲げ、特に「高い倫理観と志を持ち、リスクを計算しながら、大胆な発想と行動力に

よってイノベーションを実行していく人材」として「真の意味での『企業家』」の養成を

めざすという目的を設定していることは評価できる。 

以上の目的を達成するため、課題や新規事業に対して革新的な構想を構築できるビジネ

ス構想力を養うことに力点を置いた特有の教育方法である「プロジェクト・メソッド」

を通じて特色ある教育を行うとともに、ビジョンにある「社会の課題解決につながる『実

践知』の創出」のための理論と実践の架橋教育を実現するために、研究者教員と実務家

教員が一体となって「プロジェクト」の運営に当たっており、目的に即した特色ある教

員組織編制といえる。加えて、修了生が「プロジェクト・メソッド」の質的向上に寄与

する機会を提供している点も評価できる。 

さらに、「イノベーション・マネジメント総合研究所（ＩＭ総研）」は当該専攻における

シンクタンク機能をもち、専任教員のみならず修了生の継続的な研究の場としての機能

を果たしている点は評価できる。今後は在学生に対する学習支援機能も果たすことで、

在学生との関係性を深めることが期待される。 

一方、目的を具現化するために、わが国初の経営系１年制大学院として創設されたが、

その後に、２年制コース、中小企業診断士養成課程、グローバルＭＢＡプログラム（Ｇ

ＭＢＡ）が併設されたことは、これら相互間における融合教育を可能としている。ただ

し、「社会人のエンプロイアビリティを高める１年制」という他に類を見ない創設当初の

特徴が希薄化することが懸念される。 

このほかにも、中小企業を取り巻くＩＴ環境の変化に応じた目的の設定、授与する学位

に応じた学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）、教育課程の編成・実施方針（カリキュ
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ラム・ポリシー）、学生の受け入れ方針（アドミッション・ポリシー）の設定に関する課

題も見受けられる。また、教育上の特色がイノベーションと、そのための実践知教育に

ある一方で、イノベーションに関する基礎または原理に関連する科目が配置されておら

ず、目的の達成のためにも当該科目の設置を含めたカリキュラムの工夫が望まれる。加

えて、１年制コース、２年制コースの修了要件単位が 48 単位以上と設定されているのに

対し、ＧＭＢＡのみが修了要件単位を 38 単位以上としており、同一の学位を異なる修了

要件単位数で授与している実態についてはすみやかな改善が求められる。 

これからの社会に必要とされるイノベーションの担い手となる人材を短期間に育成す

ることを目的に、わが国初の経営系１年制大学院として創設された当時の理念はその後

の変遷を見つつも特有のものであり、ゆえに当該専攻による有為な人材の養成に対する

社会の期待は大きい。イノベーションを教育の原点に位置づけ、「真の企業家」の養成を

目的とする当該専攻が社会の期待に応え得る経営系専門職大学院としてさらなる発展を

果たされることに期待したい。 

 

 

Ⅲ 経営系専門職大学院基準の各項目における概評及び提言 

１ 使命・目的・戦略 

（１）経営系専門職大学院基準の各項目に関する概評 

【項目１：目的の設定及び適切性】 

目的については、「法政大学専門職大学院学則」第３条の２において、「社会や企

業の中でイノベーションを起こしていく人材の育成を目的としている。社会の発展

のためには、常に新しいことに挑戦する個人や組織の存在が欠かせない。高い倫理

観と志を持ち、リスクを計算しながら、大胆な発想と行動力によってイノベーショ

ンを実行していく人材、すなわち真の意味での『企業家』の養成をめざす」と設定

しており、これは専門職学位課程の目的に適ったものとして評価できる。特に、「真

の意味での『企業家』の養成」と表現している点は、当該専攻のポリシーを明確か

つ端的に示すものである。また、「リスクを計算しながら、大胆な発想と行動力によ

ってイノベーションを実行していく人材」の養成を踏まえ、課題や新規事業に対し

て革新的な構想を構築できるビジネス構想力を養うプロジェクト・メソッド教育を

特色としている。加えて、従来の大学院の修士論文に相当するとされる「プロジェ

クト」は、過去の事例ではなく自分ならではの視点から未来を創造する課題設定力

を身につけることに力点が置かれており、こうした人材の養成は当該専攻の目的の

特徴といえる。 

このほかにも、目的を実現するための具体的な実像として、ビジネス・イノベー

タとしてのアントレプレナー、企業内の新規事業リーダー、後継経営者などを主に

想定しているが、ＭＢＡ特別プログラムとして中小企業診断士養成課程を設置し、
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コンサルタント教育に取り組んでいる点や、ＧＭＢＡとして「アジアを主対象とす

る起業家」及び「日本企業の核となる人材」の育成を目的としている点も評価でき

る（評価の視点 1-1、1-2、1-3、1-4、点検・評価報告書７-10 頁、資料１-１「法政

大学専門職大学院学則」、資料１-２「2018 年度イノベーション・マネジメント研究

科案内パンフレット」、資料１-３「グローバルＭＢＡパンフレット」、資料１-４「2017

年度のプロジェクトの進め方（ガイドライン）4月説明用」）。 

ビジネス・イノベータの育成については、ビジネスと情報技術を有機的に結びつ

けてビジネスの変革を推進する人材を育成するという視点から、「ビジネスへのＩＴ

の戦略的活用」を重視したカリキュラムを特色としており、学位として「経営管理

修士（専門職）」に加えて「経営情報修士（専門職）」を取得可能にしている。しか

し、この「ビジネスへのＩＴの戦略的活用」は目的に明確な記述がなく、特色とし

て具体的に盛り込むことが望まれる（評価の視点 1-4、点検・評価報告書７-10 頁、

資料１-２「2018 年度イノベーション・マネジメント研究科案内パンフレット」、資

料１-３「グローバルＭＢＡパンフレット」、「IM ホームページ―基本コンセプト」）。 

 

【項目２：目的の周知】 

目的の周知については、オープン・キャンパス、研究科案内パンフレット、毎月

１回程度更新するホームページなどを通じて行っている。特に年間を通じて、オー

プン・キャンパス、ＭＢＡ特別プログラム説明会、合同相談会などを繰り返し開催

し、その都度進学の個別相談を実施して入学希望者に専攻の目指すべき目的を説明

しており、入学前に目的の周知が徹底されている（点検・評価報告書 10-11 頁、資

料１-２「2018 年度イノベーション・マネジメント研究科案内パンフレット」、「IM

ホームページ―オープン・キャンパス情報、トップページ内トピックスおよびイベ

ント情報」）。 

一方、教職員で目的を周知・共有するため、全教職員で、短期的には学生募集が

始まる前の６月頃にパンフレットの内容を確認し、中・長期的には「将来構想実行

委員会」において、目指すべき目的について周知・共有するのみならず、改善の機

会を確保している。さらに、オープン・キャンパス時における説明を、広報担当教

員のみならず他の教員が交代で担当することにより、当該専攻のあるべき姿の再認

識に努めている（評価の視点 1-5、点検・評価報告書 10-11 頁、資料１−５「2017 年

度 IM研究科委員会委員一覧」）。 

 

【項目３: 目的の実現に向けた戦略】 

専任教員で構成される「将来構想実行委員会」において、目的の実現と改善のた

めに、中長期的なビジョンの策定及び具体的な資源配分、組織能力、価値創造など

の戦略を作成し、改革案として専攻委員会（教授会）に上程する組織的かつ継続的
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な体制を整備している。また、こうした過程を通じて、英語のみで学ぶＧＭＢＡ（1.5

年制）の設置及びＧＭＢＡと１、２年制のＭＢＡプログラムが交流する仕組みを導

入した点は、戦略の実行として認められる（評価の視点 1-6、1-7、点検・評価報告

書 12 頁、資料１-２「2018 年度イノベーション・マネジメント研究科案内パンフレ

ット」、資料１-３「グローバルＭＢＡパンフレット」、資料１-５「2017 年度 IM研究

科委員会委員一覧」、資料４-５「2017/12 将来構想委員会資料 遠方学生受け入れ

案」）。 

 

（２）検討課題 

１）ビジネスと情報技術を有機的に結びつけてビジネスの変革を推進する人材を

育成するという視点から、「ビジネスへのＩＴの戦略的活用」を重視している

ものの、この点が目的において明確に記述されておらず、特色として具体的

に盛り込むことが望まれる。また、2004（平成 16）年度の開設以降、中小企

業を取り巻くＩＴ環境は、ＡＩ（人工知能）やフィンテック（金融とＩＴの

融合）の登場など大きく変化しており、併せてこの視点を含めて再検討する

ことが望まれる（評価の視点 1-4）。 

 

２ 教育の内容・方法・成果（１）教育課程・教育内容 

（１）経営系専門職大学院基準の各項目に関する概評 

【項目４：教育課程の編成】 

学位授与方針については「企業経営における混沌とした議論や情報から『概念を

抽出』し『構想を形成』し『計画を立案・構築』する能力」に関して言及し、５項

目を課程修了にあたって修得すべき学習成果として定めており、これを身に付けた

者に対して「経営管理修士（専門職）または経営情報修士（専門職）の学位資格が

与えられる」としている。また、教育課程の編成・実施方針については、「基礎から

専門・応用に至る科目を体系的に配置し、経営管理修士または経営情報修士に相応

しい知識と実践的能力の育成を目指す」ことや、当該専攻特有のカリキュラム展開

について言及している。しかし、両方針は授与する学位ごとには策定されていない

ため、今後は２つの学位に対応した方針を策定することが望まれる（評価の視点 2-1、

点検・評価報告書 16-17 頁）。 

教育課程は、教育課程の編成・実施方針を踏まえ、基礎科目、専門科目、応用科

目の３つの科目群から構成され、育成する人材像については、「ビジネス・イノベー

タ」「次世代ビジネスリーダー」「経営コンサルタント」「経営情報プロフェッショナ

ル」として具体的に示している。こうした人材になることを目指すため、基礎科目

及び専門科目に配置する科目を「経営戦略」「人材・組織」「マーケティング」をは

じめとする計８つの専門分野に分けている。各人材を目指すうえで修学が必要とさ
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れる専門分野が明示されている点は評価できる。また、教育課程は、経営系専門職

大学院に課せられた基本的な使命、すなわち、企業やその他の組織のマネジメント

に必要な専門知識（戦略、組織、マーケティング、ファイナンス、会計など）、思考

力、分析力、コミュニケーション力等を修得させ、高い職業倫理観とグローバルな

視野をもった人材を養成する観点から適切に編成されているといえる（評価の視点

2-(1)、2-(2)、2-(3)、点検・評価報告書 18-19 頁）。 

さらに、「プロジェクト・メソッド」という固有の教育方法を用いることで、教育

課程の編成・実施方針に示した「過去のビジネス事例から知を得るための『ケース・

メソッド』ならびに、数値として記録される経営データを活用する『ＩＴリテラシ

ー』を身につけるカリキュラム」を通じた修得成果をさらに実践知として修学させ

るためのカリキュラムを編成することで、特に未来創造を主眼に置いた課題設定力

の涵養を目的としている点は特色といえる。特に、応用科目に配される「プロジェ

クト」は特徴的な科目であり、プロジェクト担当教員の指導のもとで、机上の空論

ではなく、現実のビジネス課題を解決するイノベーティブなビジネス・モデルの構

築等を行う。こうした Project-based learning を通じて、ビジネスにおける具体的

な問題を複合的な視点で検討し、それを解決する革新的な事業の概念を構想し、そ

れを実現する計画を立案・構築する能力を養うこととしている。以上のような「プ

ロジェクト・メソッド」を世に広く周知し汎用化することは、大学業界のみならず

教育業界における現場での実践教育に活性化をもたらすものである。したがって、

今後は「プロジェクト・メソッド」を積極的に広める活動も期待される（評価の視

点 2-4、点検・評価報告書 9-10 頁、16-17 頁、資料１-４「2017 年度のプロジェクト

の進め方（Ver.9）」）。 

加えて、当該専攻が掲げる「イノベーション」よる「起業」を行う人材の育成の

ためには、専攻としてのイノベーションに関する共通の価値観や理論が必要である。

例えば「イノベーション・マネジメント」というような科目がそのためのコア科目

となる。しかし、専攻開設から 15年経つ今まで、そのような科目がカリキュラムの

漸進的な改善を行うことにより設置されてこなかった。したがって、「イノベーショ

ン・マネジメント」のような専攻共通必修によるコア科目の設置が望まれる（評価

の視点 2-3、2-4、点検・評価報告書 18頁）。 

 

【項目５：単位の認定、課程の修了等】 

単位の設定については、１単位あたり 45 時間の学習時間と定め、４単位の講義科

目は１日に２コマ連続（３時間）で 15週、２単位の講義科目は同じく７週以上の開

講としており、適切である。また、各年次にわたって授業科目をバランスよく履修

させるため、①１年制、２年制の各年次における春学期（夏期集中を除く）の履修

登録単位数の上限は、「プロジェクト」及び「経営診断実習Ⅰ」を除き 34 単位、②
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２年制では各年次における１年間に履修登録できる単位数の上限は「プロジェクト」

（10 単位）を除き 38 単位と設定している（評価の視点 2-5、2-6、点検・評価報告

書 21-22 頁）。 

既修得単位の認定については、20単位を超えない範囲で認定することとしており、

当該専攻の作業部会が申請された科目のシラバス等と当該専攻の科目との対応を検

討し、研究科教授会での審議を経て認定している（評価の視点 2-7、点検・評価報告

書 22頁、質問事項に対する回答）。授与する学位については、「経営管理修士（専門

職）」「経営情報修士（専門職）」の２つを設定している（評価の視点 2-12、点検・評

価報告書 23 頁、資料２-１「イノベーション・マネジメント研究科履修ガイド 2018

年度」）。 

課程の修了認定については、基礎科目群は 12 単位以上、専門科目群は、「経営管

理修士（専門職）」を取得する場合、経営管理修士専門科目（共通選択科目を含む）

より 12 単位以上、「経営情報修士（専門職）」を取得する場合、経営情報修士専門科

目（共通選択科目を含む）より 12 単位以上、応用科目群は「プロジェクト」（10 単

位）を含む 12 単位以上、合計 48 単位以上を修了要件単位数として定めている。ま

た、修了要件は「履修ガイド」に掲載し、学生に対してあらかじめ明示している。

標準修了年限２年のコースのほかに、１年修了やＧＭＢＡとして 1.5 年の修了コー

スを設置している点は、有職社会人の学修機会として有効であり、研究と起業のよ

うな実践的な活動の双方を行えることは特徴といえる。しかしながら、ＧＭＢＡに

ついては、授与する学位が「経営管理修士（専門職）」であり、２年制及び１年制の

コースと同様であるにも関わらず、修了要件単位数が 38 単位と異なることについて

は改善が求められる。本件については、現在、当該プログラムの修了要件単位数を

増やす方向で検討されているため、引き続き改善に向けて取り組むことが望まれる。

なお、在学期間の短縮は行っていない（評価の視点 2-8、2-9、2-10、2-12、点検・

評価報告書 22-23 頁、資料２-１「イノベーション・マネジメント研究科履修ガイド

2018 年度」）。 

 

（２）検討課題 

１）学位授与方針及び教育課程の編成・実施方針については、授与する学位ごと

に定められていないため、改善が望まれる（評価の視点 2-1）。 

 

（３）勧 告 

１）授与する学位が同一であるにも関わらず、１年制及び２年制コースとＧＭＢ

Ａの修了要件単位数が異なることについては改善が求められる（評価の視点

2-8、2-12）。 
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２ 教育の内容・方法・成果（２）教育方法 

（１）経営系専門職大学院基準の各項目に関する概評 

【項目６：履修指導、学習相談】 

履修指導、学習相談について、入学時のオリエンテーションにおいては、取得す

る学位の選択、講義の履修の仕方、「プロジェクト」の進め方、教員の自己紹介、学

生生活に関する一般的な注意事項などが説明される。また、４月のオリエンテーシ

ョン期間において、全専任教員が分担して学生に面接を行い、直接指導を行うこと

で過度の履修を防ぎ、適切な履修計画を立てるよう促している。 

さらに、「プロジェクト」の位置づけが特に重要とされていることから、学生全員

及び「プロジェクト」担当の全教員が一堂に会し、学生が自分自身の「プロジェク

ト」案について発表する場があり、学生及び教員間、学生相互のコミュニケーショ

ンの活発化を図り、学生が「プロジェクト」の指導教員（主査）を選考しやすいよ

うに工夫している点は評価できる。加えて、全専任教員が学生の「プロジェクト」

に関する副主査の立場にあることにより、研究を主とした大学院の主指導教員によ

る研究指導ではなく、専攻全体が組織として学生に対してイノベーションによる起

業を目指す活動とその研究の両面を指導できる体制としていることは評価できる。 

一方、１年制の中小企業診断士養成課程では、通常の学位取得要件に当該課程指

定の必修科目を加えて 58単位または 62単位以上（前者が「経営管理修士（専門職）」、

後者が「経営情報修士（専門職）」の学位）の修得を以て中小企業診断士登録に必要

な科目を履修した修了証が発行されるため、１年間の修得単位数の平均が 66 単位程

度となっている。また、既修得単位認定された科目が含まれるものの、一部ではさ

らに多くの単位を修得している学生もいるため、教育効果に鑑みて、今後も適切な

履修指導に配慮することが望まれる（評価の視点 2-13、2-15、点検・評価報告書３、

22、25-27 頁、実地調査時閲覧資料４「過去３年度における取得単位数の最低・最高・

平均値」）。 

インターンシップについて、ＧＭＢＡでは必修科目としており、受け入れ企業・

自治体との間に覚書を結んだうえで実施している（評価の視点 2-14、点検・評価報

告書 26-27 頁）。 

 

【項目７：授業の方法等】 

専門職大学院としての教育の質を確保するために、30 名以下での少人数教育を実

践しており、ほとんどの科目は、一方的に教員が知識を伝達する形式はとられてお

らず、討論、演習、グループ学習、ケーススタディ、フィールド・スタディなどが

導入され、実践的な教育が行われている。その中で、留学生と日本人学生が一緒に

議論し、フィールドワークするといったグローバルな視野をもった人材養成を推進

するための授業も採り入れられている。また、ＧＭＢＡにおいてはインターンシッ
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プを必修科目とすることで地方自治体及び企業における実績を蓄積させている。さ

らに、社会人学生に対する利便性を図るために一部科目において e ラーニングシス

テムを導入している。eラーニングシステムが有する学習上の課題に対しては、オフ

ィスアワーでの質疑や必要に応じたスクーリングの実施による補助的学習の機会が

講じられている。その他、目的に沿った教育方法として「プロジェクト・メソッド」

がある。これを用いた「プロジェクト」では、学生または学生のグループと教員が

一体となり、将来起業または新規事業を開始するためのビジネス・プランを作成し

たり、イノベーティブな戦略等を体系的に研究し、事業化の可能性を判断したりす

るなどのリサーチ・ペーパーを作成する。その成果は、年度末にプロジェクト報告

書として提出され、成績評価の対象としており、経営系専門職大学院として適切な

教育手法であり、授業形態であると評価できる。なお、通信教育によって授業は行

っていない（評価の視点 2-16、2-17、2-18、2-19、2-20、2-21、点検・評価報告書

27-32 頁）。 

 

【項目８：授業計画、シラバス】 

授業時間等については、１年制学生に対する配慮として、土曜日と夜間及び夏期

集中期を除いて、同じ時間帯に複数の講義が設定されないことを原則にする一方で、

２年制学生への配慮として、２年間の在学中に同じ時間帯で別の科目を選べるよう

に時間割を設定している点は評価できる。ただし、時間割上、同一時間帯に同一系

の科目が開講されており、学生の学修機会が失われかねないので、この点の改善が

望まれる。１年制では、平日の夜間と土曜日の開講科目において、複数の科目が同

一時間帯に開講されるため、何れか一つを選ぶ必要があるという制約が生じる（評

価の視点 2-22、点検・評価報告書 33 頁）。 

シラバスについては全学統一の書式で作成されており、「授業の概要と目的（何を

学ぶか）」「到達目標」「授業の進め方と方法」「授業計画」「授業時間外の学習（準備

学習・復習・宿題等）」「テキスト」「参考書」「成績評価の方法と基準」「学生の意見

からの気づき」等の項目から構成され、学生が適切に科目の選択ができるようにホ

ームページで公開されている（評価の視点 2-23、点検・評価報告書 33-35 頁、「法政

大学 Web シラバス」）。 

シラバスの内容に変更があった場合には、ホームページで公開しているシラバス

の修正に加え、掲示板、当該専攻独自の情報共有システムである「デスクネッツ」

を活用して学生に周知している。また、シラバスに沿って授業が適切に実施されて

いることを学生によるアンケートを通じて確認している（評価の視点 2-24、点検・

評価報告書 33頁、質問事項に対する回答）。 

 

【項目９：成績評価】 
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成績評価方法及び基準について、授業は単なる知識の伝達ではないという考えに

則り、授業への出席と議論への参加、提出されたレポートの内容などによって構成

されている。その割合は教員によって異なるものの、すべてシラバスに明記され、

これに沿って成績評価、単位認定が行われている。また、最高評価であるＡ＋に関

しては多くても履修者の１割程度までとのガイドラインを設けている。しかし、実

際にはＡ＋評価が１割を超える科目が散見されるほか、Ａ＋が１割程度の科目でも、

それに次ぐＡが残りの評価のほとんどを占める科目が多数ある。今後は、当該専攻

において定めたガイドラインに沿った成績評価が行われるよう改善が望まれる（評

価の視点 2-25、2-26、点検・評価報告書 36 頁、実地調査時閲覧資料５「2017 年度

科目別成績分布表」）。 

成績評価に対して疑問や確認したいことがある場合は、所定の期間内に事務室へ

申し出れば、そのすべての科目の成績調査を行うことができるようになっている。

これまで学生からの疑義照会は 2016（平成 28）年度２件、2017（平成 29）年度０件

となっている（評価の視点 2-27、点検・評価報告書 36頁）。 

 

【項目 10：改善のための組織的な研修等】 

ファカルティ・ディベロップメント（以下「ＦＤ」という。）については、「自己

点検・ＦＤ委員会」が「ＦＤ勉強会」を開催し、教員が各自の講義において工夫し

ている点、注意していること、改善しようとしていることを説明し、聞き手である

教員と意見を交換する機会を設けている。このほかにも、それぞれの教員がどのよ

うな研究を行っているかを知ることも、専攻全体の教育プログラムを考えるうえで

重要であるとの視点から、全教員が交代で研究発表会をする仕組みも導入されてい

る。また、中心的科目である「プロジェクト」に関しては、その質の向上を図るた

めに学内の最終発表会（優秀プロジェクト選考会）において大手企業の経営者等が

プロジェクト・アドバイザーとして審査に加わる仕組みを整備するとともに、ＯＢ・

ＯＧからの知見も得る工夫をしており、学生がより実践的な評価を意識した研究、

学習ができる支援を行っている点は特色として評価できる（評価の視点 2-28、2-29、

2-31、点検・評価報告書 38-39 頁、質問事項に対する回答）。 

学生による授業評価については、全学組織であるＦＤ推進センターが各学期の授

業最終日に実施する「学生による授業改善アンケート」を当該専攻でも実施してお

り、その結果を学生に公表している。教員はアンケート結果を踏まえ、その回答や

改善点を翌年度のシラバスの「学生の意見からの気づき」欄に記入することとなっ

ている。また、アンケートの対象外である「プロジェクト」に関しては、「学生・ア

ラムナイ委員会」が専攻独自の調査を年２回行い、進捗状況や指導上の問題の有無

について確認している。この結果は、専攻委員会で議論され、プロジェクトの進め

方全般に関して決定する際の検討材料となっている（評価の視点 2-30、点検・評価
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報告書 38頁）。 

 

（２）特 色 

１）中心的科目である「プロジェクト」に関しては、その質の向上を図るために

学内での最終発表会（優秀プロジェクト選考会）において大手企業の経営者

等がプロジェクト・アドバイザーとして審査に加わる仕組みを整備するほか、

ＯＢ・ＯＧには中間報告会及び最終発表会の案内をしており、出席したＯＢ・

ＯＧからコメントシートを提出してもらうことで「プロジェクト」経験者か

らの助言や提言を得る機会ともなっている。このように、学生がより実践的

な評価を意識した研究、学習ができる支援を行っている点は特色である（評

価の視点 2-31）。 

 

（３）検討課題 

１）時間割上、同一時間帯に同一系の科目が開講されており（例えば、経営戦略

論とファイナンス、生産マネジメントとマーケティング、プロジェクトマネ

ジメントとフィンテックと企業経営等）、１年制のコースもあるため学生の学

修機会が失われかねないので、改善が望まれる（評価の視点 2-22）。 

２）成績評価に関するガイドラインを定めているものの、必ずしもこれに沿った

評価が行われているとはいえないので、改善が望まれる（評価の視点 2-26）。 

 

２ 教育の内容・方法・成果（３）成果 

（１）経営系専門職大学院基準の各項目に関する概評 

【項目 11：教育成果の評価の活用】 

修了生の進路状況について、修了時に進路を調査するとともに、修了生が組織す

るＯＢ会が修了者の状況を把握するべく協力している点は評価できる。修了生の大

まかな進路は、就職（転職も含む）が約３割、起業が約３割、現職の継続が約４割

である。なお、中小企業診断士２次試験に対応したＭＢＡ特別プログラム修了者に

ついては、独立起業の割合が約６割になっている。 

さらに、最も固有かつ中心的な特徴である「プロジェクト・メソッド」の質を上

げるために、プロジェクトを経験したＯＢ・ＯＧの各種発表会への参加を促進する

と同時に、ＯＢ会の活性化による現役の学生とＯＢ・ＯＧとがともに成長できる機

会を増やす試みも行われている（評価の視点 2-32、点検・評価報告書 40-42 頁）。 

 

３ 教員・教員組織 

（１）経営系専門職大学院基準の各項目に関する概評 

【項目 12：専任教員数、構成等】 
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専任教員数は、法令上必要な 11 名を超える 18 名が配置され（専任教員 16名と専

任に準ずる客員教員Ａ２名）、当該専攻に限り専任教員として取り扱われている。ま

た、教授は 15名配置しており、法令上必要とされる専任教員数の半数以上は原則と

して教授とする基準を満たしている。 

提出資料を見る限り、専任教員は、「専攻分野について教育上又は研究上の業績を

有する者」「専攻分野について高度の技術・技能を有する者」又は「専攻分野につい

て、特に優れた知識及び経験を有する者」のいずれかに該当し、かつ、担当する専

門分野に関し高度の指導能力を備えていると判断できる（評価の視点 3-1、3-2、3-3、

3-4、点検・評価報告書 43-44 頁、基礎データ表２、資料３-１「イノベーション・

マネジメント研究科教授および准教授等資格内規」）。 

専任教員のうち実務家教員は、すべて５年以上の実務経験を有し、かつ、高度の

実務能力を有する教員であり、その割合は専任教員 16 名のうち８名となっており、

概ね３割以上という基準を満たしている。また、専任教員の編制は、理論と実務の

架橋教育を実践するものとなっている（評価の視点 3-5、3-6、3-7、基礎データ表３・

４）。 

基礎科目群、実務の基礎・技能を学ぶ科目及び基礎知識を展開・発展させる科目

である「プロジェクト」等には、専任教員を中心に適切に配置しており、理論性を

重視する科目、実践性を重視する科目にそれぞれ適切な教員が配置されていると判

断できる。さらに、基礎科目群については、単位数ベースで約８割の授業に専任教

員が配置されていることから、教育上主要と認められる授業科目は専任教員が配置

されていると判断できる（評価の視点 3-8、3-9、3-10、点検・評価報告書 44 頁、資

料１-２「2018 年度イノベーション・マネジメント研究科案内パンフレット」、資料

２-１「イノベーション・マネジメント研究科履修ガイド 2018 年度」）。 

開講科目については、「カリキュラム委員会」において決定しており、これを兼任

教員が担当する場合は、専攻委員会のもとで組織される「人事審査委員会」におい

て担当者の業績及び教育歴について審査を行い、選考することを基本としており、

その教員配置は適切な基準・手続によって行われている（評価の視点 3-11、資料３-

１「イノベーション・マネジメント研究科人事審査委員会構成・運用細則、法政大

学大学院客員教員規程」）。 

専任教員の年齢構成については、70 代１名、60代９名、50代３名、40 代３名と、

50 歳代後半以降の年齢が多くなっており、若い教員が相対的に少ないことから、年

齢のバランスが十分に考慮され、適切に構成されているとはいえない。また、外国

籍の専任教員が１名となっており、ややバランスを欠いていることから、年齢等の

バランスに配慮した専任教員組織の編制に継続的に取り組むことが望まれる（評価

の視点 3-12、3-13、点検・評価報告書 44-45 頁、基礎データ表３）。 

理論と実務の架橋としての教育課程を実践する体制として、16 名の専任教員に加
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え、さらに実務家教員としてプロジェクト担当教員 11 名と兼任教員 26 名を採用し

ており、「プロジェクト」において実務家教員と研究者教員とが一体となった授業の

運営を行っている点は、目的に即した教員組織の編制の特色として評価できる（評

価の視点 3-14、点検・評価報告書 45 頁、資料１-２「2018 年度イノベーション・マ

ネジメント研究科案内パンフレット」）。 

 

【項目 13：教員の募集・任免・昇格】 

教員組織については、基礎科目群、専門科目群、応用科目群というカリキュラム

体系に沿って専任教員 16名及び客員教員Ａ２名から編制されている。そのうち、実

務の変化に対応することを目的に配置している教員は、任期付教員（６名）、専任と

して扱う客員教員Ａ（２名）であり、特定分野について高度の知見を有する専門家

を招聘するという目的から、教育研究の必要性に応じてこれらの教員を配置してい

る。ただし、教員組織編制にあたっては、コースの充実を図るとともに各コースに

必要なカリキュラムを構築し、これに適合する教員を採用・配置するとしているも

のの、編制のための基本的な方針については明確なものが明文化されているとはい

えないので、改善が望まれる（評価の視点 3-15、点検・評価報告書 46 頁、資料３-

１「イノベーション・マネジメント研究科教員資格審査内規」、基礎データ表３、質

問事項に対する回答）。 

教員の募集・任免・昇格については、「イノベーション・マネジメント研究科教員

資格審査内規」及び「イノベーション・マネジメント研究科教員及び准教授等資格

内規」により、教授及び准教授の資格が定められており、①専攻主任が分野を定め

て教員募集を専攻委員会に提案、②「人事審査小委員会」を設立、③「人事審査小

委員会」が募集条件・方法を専攻委員会に提案、④専攻委員会の承認を経て「人事

審査小委員会」が教員を募集、⑤「人事審査小委員会」が応募者の中から一次審査

で約３名の候補者を選び専攻委員会に提案、⑥専攻委員会の承認を経て「人事審査

小委員会」が候補者を詳細審査して１名を選び専攻委員会に提案、⑦専攻委員会が

採用を決定する手続となっている。さらに、内部昇格については、専任講師、准教

授、教授の順番で行い、講師期間３年、准教授期間７年の経験を目安としている。

なお、その際には、「人事審査小委員会」及び専攻委員会での審査項目の一つに教育

研究能力が含まれており、教育上の指導能力について評価している。 

これらの点に鑑み、教員の募集・任免・昇格については、適切な内容の基準、手

続に関する規程を定め、運用しており、教育上の指導能力の評価が適切に行われて

いると判断できる。しかし、研究者教員及び実務家教員の任免・昇格については、

現在は同じ基準となっているが、実務家教員は実際のビジネスに必要な知識・能力

等を涵養するための教員であり、両者の役割は異なる。そのため、研究者教員及び

実務家教員に対するそれぞれの評価基準を明確にすることが望まれる（評価の視点
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3-16、点検・評価報告書 46 頁、資料３-１「イノベーション・マネジメント研究科

教員資格審査内規、イノベーション・マネジメント研究科教員及び准教授等資格内

規、イノベーション・マネジメント研究科人事審査委員会構成・運用細則」）。 

 

【項目 14：教育研究活動等の評価】 

専任教員の教育活動については、「学生・アラムナイ委員会」による学生アンケー

トや全学の授業評価アンケートなどを通じ、評価する仕組みが整備されており、評

価できる（点検・評価報告書 47頁、資料１-５「2017 年度 IM 研究科各種委員会一覧」、

資料２-６「授業評価アンケート結果 2016 年度春学期・秋学期、2017 年度春学期」、

資料５-６「イノベーション・マネジメント研究科第 1回学生アンケートおよび結果」）。 

専任教員の研究活動（業績、社会活動）については、全学に合わせ、学術研究デ

ータベースを公開し、社会への貢献や活動の評価を受ける仕組みとなっている。し

かし、学内的な評価制度やチェックの仕組みについてはやや不十分であるため、学

術研究データベース等を活用し、客観的な業績評価に取り組むことが望まれる。な

お、専任教員の社会への貢献及び組織内運営等への貢献について、専任教員は専攻

委員会のもとで３～５種類の委員会に属して運営に貢献しており、大半の委員が各

種委員会の委員長を務め、各委員会の活動内容に関して、毎回の専攻委員会におい

て活動報告を行うとともに、意見交換や改善策の策定などを行っている点は評価で

きる。また、専任教員全員が公平に運営に参加することを担保するため、委員会担

当数を点数化した積み上げ方式によって、実績を資料に明示している（評価の視点

3-17、3-18、点検・評価報告書 47頁、資料１-５「2017 年度 IM 研究科各種委員会一

覧」、「IM ホームページ」、「法政大学ホームページ―法令に基づく情報公開（学校教

育法施行規則第 172 条の 2関係）」）。 

 

（２）特 色 

１）理論と実務の架橋としての教育課程を実践する体制として、多数の実務家教

員を採用しており、「プロジェクト」において実務家教員、研究者教員及び兼

任教員とが一体となった授業運営を行っている点は、目的に即した教員組織

編制の特色として評価できる（評価の視点 3-14）。 

 

（３）検討課題 

１）専任教員の年齢構成については 50歳代後半以降の年齢が多くなっており、若

い教員が相対的に少ないほか、外国籍の専任教員が少なくややバランスを欠

いていることから、年齢等のバランスに配慮した専任教員組織の編制に継続

的に取り組むことが望まれる（評価の視点 3-12、3-13）。 

２）教員組織編制のための基本的な方針が明確に定められていないので、改善が
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望まれる（評価の視点 3-15）。 

３）研究者教員及び実務家教員の任免・昇格について、実務家教員は実際のビジ

ネスに必要な知識・能力等を涵養するための教員であり、両者の役割は異な

ることから、研究者教員及び実務家教員に対するそれぞれの評価基準を明確

にすることが望まれる（評価の視点 3-16）。 

４）専任教員の研究活動について、学術研究データベース等を活用し、学内的な

客観的業績評価に取り組むことが望まれる（評価の視点 3-17）。 

 

４ 学生の受け入れ   

（１）経営系専門職大学院基準の各項目に関する概評 

【項目 15：学生の受け入れ方針、入学者選抜の実施体制及び定員管理】 

ビジネス・イノベーションの担い手を育てるため、「ビジネス・イノベーションに

情熱を持つ実務経験のある社会人」及び「ビジネスに熱意があり成績優秀な現役の

学生」を受け入れ対象者とするとともに、「企業経営に係わる内容の試験により、優

れたビジネス・プロフェッショナルとなる素養のある人を受け入れる」ことを学生

の受け入れ方針としている。ただし、授与する学位ごとには定めていないため、今

後は２つの学位に対応した方針を策定することが望まれる（評価の視点 4-1、点検・

評価報告書 50 頁、資料４-１「2018 年度イノベーション・マネジメント研究科入試

要項」）。 

受け入れに際しては、社会人のエンプロイアビリティを高める１年制と働きなが

らビジネス・プロフェッショナルとしての実践力を身につけることができる２年制

を併設している。また、ＭＢＡ特別プログラムとして中小企業診断士養成課程（１

年制）を有しており、入学志願者のニーズに配慮したコース（カリキュラムプログ

ラム）が適切に設定されている。さらに、受け入れる学生の対象を主として外国人

（日本人も可）とした 1.5 年制のＧＭＢＡも特徴的である。 

入学試験に関しては、受験生の特性に配慮し、一般入試、ＡＯ入試、外国人入試

を設定し、必要な学力レベルを測る小論文、当該専攻への適合性、コミュニケーシ

ョン能力等を確認する面接を用いた有効な選抜方法を採用している。入学者選抜の

実施体制に関しては、専攻主任を入試実施責任者とし、入試出題・面接の各委員を

配置し、各種検討プロセスを経て入学（予定）者を内定し、専攻委員会において最

終決定（入学者判定）している。専攻委員会の役割は、入学者の受け入れ方針・選

抜基準・選抜方法に関しての継続的な議論の場となっており、「将来構想実行委員会」

での議論を含め、常により適切な学生受け入れを実施するための有効な機能を有し

ている（評価の視点 4-2、4-4、4-5、点検・評価報告書 50-53 頁、資料４-１「2018 年

度イノベーション・マネジメント研究科入試要項」、資料４-３「2018 年度入学試験

実施要領 実施体制表、監督要領」、「IMホームページ―基本コンセプト 三大特徴」）。 
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選抜方法・手続等については、さまざまな媒体を用いて公開されている。ホーム

ページでは、当該専攻の概要、入試、学生募集、教育プログラム、進学相談等の情

報に加え、トピック、イベント情報の随時更新、ＳＮＳの有効活用等、分かりやす

く整備され充実している。そのほか、パンフレットの発行、入試要項冊子の配付、

学会誌や新聞広告の掲載等が行われている。また、オープン・キャンパス（セミナ

ーまたは説明会・施設見学・個別相談会）や講義の公開については、女性向けセミ

ナーを設けるなどの充実を図り、これまでに当該専攻との間で交信のあったメール

アドレスをリスト化して利用している。さらに、年２回近隣５大学が共有する情報

提供ツールを活用するなどして広く社会への公表に向けた取組みが行われている

（評価の視点 4-3、点検・評価報告書 51 頁、「IMホームページ」）。 

障がい者対応については、過去に受験した実績はないものの、当該専攻棟はハー

ド面でバリアフリーとなっており問題なく、ソフト面の対応についても専攻委員会

において対応することになっている（評価の視点 4-6、点検・評価報告書 52 頁）。 

定員管理に関しては、2016（平成 28）年度からは定員を満たしているものの、2004

（平成 16）年の開設以来、定員割れの状況にあり、これは定員確保が困難であった

静岡サテライト･キャンパスを含む２年制コースの入学者数が少なかったことが影

響していた。また、2015（平成 27）年度はＧＭＢＡを開設したものの３名の入学者

にとどまり、静岡サテライト･キャンパスを含む２年制コースも現状から改善できず

定員を確保できていなかった。定員充足に至った経緯は、2016（平成 28）年度にお

いて静岡サテライト･キャンパスを閉鎖したことと、２年制コースの入学者数が改善

し、ＧＭＢＡにおいて台湾の日本語学校との提携等による一定の入学者数を確保で

きたことである。このように、当該専攻の多様性を捉えたＧＭＢＡで一定の学生数

を確保できたこと、２年制コースの特色や学生の受け入れ方針の認知を高めるため

に受験志願者等に丁寧な説明をしてきたこと、ＭＢＡ特別プログラムの中小企業診

断士養成課程の好評価が安定した学生数確保に貢献していることが定員確保の達成

という結果につながっている。なお、学生の受け入れ等に関し、①中小企業診断士

養成課程以外の１年制学生の確保、②２年制学生のさらなる増加、③女子学生の受

け入れ、④ＧＭＢＡに入学する学生の多様化、⑤「経営情報修士（専門職）」の学位

の希望者が少数であることを踏まえた取り扱い、⑥東京近郊から受け入れる学生の

増加の６点を具体的な課題として認識し、検討及び改善に向けての方針が示されて

いるため、今後は具体的な取組みについての検討が望まれる（評価の視点 4-7、4-8、

点検・評価報告書 52-55 頁、基礎データ表５・６、質問事項に対する回答）。 

 

（２）検討課題 

１）学生の受け入れ方針については、授与する学位ごとに定められていないため、

改善が望まれる（評価の視点 4-1）。 
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２）東京近郊圏からの学生受け入れを踏まえ、静岡サテライト・キャンパスでの

経験を生かして学生ニーズを十分に検討した１年制（中小企業診断士養成課

程を除く）の具体的な建て直し改善策を検討するとともに、学生の経済的（金

銭的）負担軽減策の再考が望まれる（評価の視点 4-7、4-8）。 

 

５ 学生支援 

（１）経営系専門職大学院基準の各項目に関する概評 

【項目 16：学生支援】 

学生生活に関する相談・支援体制について、研究科教授会のもとに「学生・アラ

ムナイ委員会」を設置し、学生生活や授業に関する事項、意見や要望等について、

学生に対するアンケート調査を実施するとともに、教員との意見交換の場、個別相

談の場を確保し、学生が教員に相談する機会を適切に提供している。学生からの意

見や要望等については、適宜専攻委員会で検討され、アンケートを通じて寄せられ

た要望等への回答は、メーリングリストや掲示板への掲載により対応しているほか、

プロジェクト指導教員等との個別相談ができる学生支援体制を整えている点は評価

できる（評価の視点 5-1、点検・評価報告書 56頁、質問事項に対する回答）。 

各種ハラスメントへの対応に関しては、全学的組織である「ハラスメント防止・

対策委員会」のもとで教員・学生の相談体制が確立されているとともに、「学生・ア

ラムナイ委員会」が状況把握に努めている。また、障がいのある学生が入学したこ

とはないものの、問い合わせ等があった場合は専攻委員会において対応を検討する

こととなっている（評価の視点 5-2、5-4、点検・評価報告書 52、57-58 頁）。 

奨学金等の学生への経済的支援に関しては、独自の法政大学大学院奨学金等によ

る給付制度や、特色である「プロジェクト」におけるプロジェクト奨学・奨学金給

付を設定するなど、学生のモチベーションアップと経済的支援が図られており、特

色として評価できる（評価の視点 5-3、5-8、点検・評価報告書 57 頁）。 

社会人を含む学生の支援に関しては、夜間の対応、インターネットによる諸連絡

などをタイムリーに提供している。また、留学生には「外国人留学生ハンドブック」

を配付するなど日常生活に対しても配慮されている（評価の視点 5-5、点検・評価報

告書 58 頁）。 

学生のキャリア形成や進路選択については、修了生による「ＩＭ専攻キャリア･ア

ドバイザー」が学生の相談窓口となり、グループウェアを活用したメール相談を含

め、総合的に相談できる仕組みを整備しており、評価できる。 

さらに、「修了生はビジネススクールの財産である」という理念のもと、同窓会組

織であるＩＭＯＢ会を側面的に支援するとともに、修了生のリカレント教育、修了

生と教員・在学生との交流が積極的に実践されている。また、大学組織下にある「イ

ノベーション･マネジメント総合研究所（ＩＭ総研）」では、特任研究員に推薦され
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た修了生が、教員の指導のもとで企業等からの受託研究または共同研究を行うこと

が可能である。現在は、データサイエンス研究部会・ファミリービジネス研究部会

を設置し、研究活動成果の発表等のセミナーを開催している。このようにＩＭ総研

は、当該専攻におけるシンクタンク機能をもち、教員及び優秀な修了生にとっての

研究活動の場として特色となっているが、今後はさらに学生支援の有効性から在学

生との関係性を深めることで、シナジー効果を発揮できる仕組みを充実させること

が望まれる（評価の視点 5-6、5-7、5-8、点検・評価報告書 58-60 頁、資料５-５「キ

ャリアマネジメントプログラム資料、研究科教授会資料キャリア相談実績報告」、「Ｉ

Ｍ総研ホームページ」、質問事項に対する回答）。 

 

（２）特 色 

１）奨学金等の学生への経済的支援については、全学のものに加え、優れたプロ

ジェクトに選ばれた学生に対して授与する専攻独自の奨学金など複数の制度

を整備しており、充実した支援体制であると評価できる（評価の視点 5-8）。 

２）修了生による「ＩＭ専攻キャリア･アドバイザー」が在学生の相談窓口となっ

て、学生生活・学習相談・修了後の進路や起業について、相談できる仕組み

を整備している点は評価できる（評価の視点 5-6、5-8）。 

３）「イノベーション･マネジメント総合研究所（ＩＭ総研）」は、当該専攻におけ

るシンクタンク機能を有し、教員及び優秀な修了生にとっての研究活動の拠

点となっており、評価できる（評価の視点 5-7、5-8）。 

 

６ 教育研究等環境 

（１）経営系専門職大学院基準の各項目に関する概評 

【項目 17：施設・設備、人的支援体制の整備】 

施設・設備については、教育研究活動等に必要となる講義室・演習室・グループ

ワークスペースが、適切に整備・配置されている。また、学生が自由に利用できる

ラボスクエア、学生全員の座席を確保した院生研究室が整備されているほか、学生

全員への無償ノートパソコンの貸与や施設内のインターネット環境をはじめ、必要

と考えられる設備備品類も整備され、充実している。障がいのある者への対応とし

ては、専用トイレやスロープ、車いす用段差解消機の設置など、施設・設備には一

定のバリアフリー対策がとられている（評価の視点 6-1、6-2、6-3、点検・評価報告

書 61-62 頁）。 

学生・教員の教育研究活動に必要な情報インフラの整備に関しては、「ＩＭネット

2011」というシステムを構築し、利便性と教育効果・指導の質を向上させるための

運営体制が機能している。ソフト面でも情報システムの有効的な活用に際し、アシ

スタント、ティーチング・アシスタント（ＴＡ）、外部講師、特任講師を配置し、授
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業・研究に対する人的支援の仕組みが整備されている（評価の視点 6-4、6-5、点検・

評価報告書 62-63 頁）。 

当該専攻における「社会や企業の中でイノベーションを起こしていく人材の育成」

を具現化するために、一定の要件を満たす修了生が１年間に限りインキュベーショ

ン･ルームを事務所として使用することができるなどの環境整備が図られているこ

とは評価できる。ただし、当該専攻が掲げる起業・創業のための準備期間としてい

ることを踏まえ、インキュベーション･ルーム活用後の修了生が実際に起業・創業し

たかの実績把握が組織的になされておらず、また独立後のフォロー体制が十分に示

されなかった点については、改善の余地がある。修了生の社会でのさらなる飛躍に

向けた支援体制を検討することが望まれる（評価の視点 6-6、点検・評価報告書 65

頁、質問事項に対する回答）。 

 

【項目 18：図書資料等の整備】 

図書資料等に関しては計画的・体系的に適切に整備されており、学生の利便性の

観点から、校舎地下に独自の図書資料室を設置し、収蔵図書についても研究科教授

会の議を経て年に１回の更新を行っていることは、学生の学習環境の整備という点

に照らして評価できる。また、図書資料室は、原則として日曜・祝日を含め毎日午

前８時から午後 10時半まで利用可能となっており、個人のパソコンから大学のネッ

トワークを通じて、大学図書館の図書検索等を行ったり、大学が提携しているデー

タベースにアクセスしたりすることが可能である（評価の視点 6-7、6-8、6-9、点検・

評価報告書 66頁）。 

さらに、教育上の独自性の観点から、企業データや市場調査、各種アンケート調

査等の必要なデータにアクセスできる体制を整備している点についても評価できる

（評価の視点 6-9、点検・評価報告書 66 頁）。 

 

【項目 19：専任教員の教育研究環境の整備】 

専任教員の授業担当時間は、１セメスターあたり１～２科目の授業科目及び「プ

ロジェクト」の担当であり、教育の準備及び研究に配慮したものとなっている。ま

た、専任教員に対する個人研究費は「個人研究費規程」等に基づき、年額 22 万円が

配分されているほか、専任教員の研究室については基本的に個室が確保されるよう

になっていることから、十分な教育研究環境が整備されていると判断できる（評価

の視点 6-10、6-11、点検・評価報告書 47、67 頁、資料３-３「個人研究費規程、特

別個人研究費支給細則」、基礎データ表８）。 

さらに、研究休暇制度（サバティカル）を設け、専任教員の教育研究活動に必要

な機会も保証しており、在外研究員については４年で１名、国内研究員については

４年で 1.5 名の枠が設けられている。なお、2015（平成 27）年度と 2017（平成 29）
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年度にそれぞれ１名が国内研究員の制度を利用している（点検・評価報告書 47、67

頁、資料３-４「法政大学在外研究員等規程、法政大学在外研究員等規程施行細則、

法政大学国内研究員等規程、2018～2021 年度の在外・国内研究員枠について 2017 年

7 月 6日」）。 

 

（２）検討課題 

１）優秀な修了生に対して事業開始等の準備を支援するためにインキュベーショ

ン・ルームを事務所として使用することができるようにしているものの、イ

ンキュベーション･ルーム活用後の修了生が実際に起業・創業したかの実績把

握が組織的になされておらず、また独立後のフォロー体制が十分に示されな

かった点については、改善の余地がある。修了生の社会でのさらなる飛躍に

向けた支援体制を検討することが望まれる（評価の視点 6-6）。 

 

７ 管理運営 

（１）経営系専門職大学院基準の各項目に関する概評 

【項目 20：管理運営体制の整備、関係組織等との連携】 

「法政大学専門職大学院学則」第８条の２に基づき、専任教員 16 名で構成される

専攻委員会を研究科教授会とは別に配置し、専攻主任１名（研究科長兼務）及び専

攻副主任２名の管理体制のもと、専攻の管理運営に当たるとともに、研究科教授会

から委ねられた事項について審議しており、管理運営を行う固有の組織体制を整備

している。 

固有の管理運営を行う専任教員組織の長の任免等に関しては、「法政大学大学院イ

ノベーション・マネジメント研究科教授会規程」「法政大学大学院イノベーション・

マネジメント研究科イノベーション・マネジメント専攻委員会規程」「法政大学大学

院イノベーション・マネジメント研究科イノベーション・マネジメント専攻主任選

挙手続規則（内規）」を設け、専攻委員会において、１名の専攻主任と２名の専攻副

主任をこれら規程に基づき選出しており、規程を適切に運用していると判断できる

（評価の視点 7-1、7-2、7-3、点検・評価報告書 69頁、資料３-２「法政大学大学院

イノベーション・マネジメント研究科教授会規程、法政大学大学院イノベーション・

マネジメント研究科イノベーション・マネジメント専攻委員会規程」、資料７-１「法

政大学大学院イノベーション・マネジメント研究科イノベーション・マネジメント

専攻主任選挙手続規則（内規）」）。 

外部機関との連携については、専攻委員会が「機密保護ポリシー」を定め、学生

及び外部機関の知的財産・ノウハウの管理を適切に行っている（評価の視点 7-4、点

検・評価報告書 71頁、資料７-３「情報セキュリティ管理委員会規程（内規）、機密

保護ポリシー（内規）、機密保護規程（内規）」）。 
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また、関連する経営学研究科、キャリアデザイン学研究科、政策創造研究科と科

目の一定範囲内の単位互換による連携を行っている（評価の視点 7-5、点検・評価報

告書 71 頁、資料２-１「イノベーション・マネジメント研究科履修ガイド 2018 年度」、

資料７-２「確認事項 2007 年 3 月 31 日合併授業等と単位互換に関する確認事

項」）。 

 

【項目 21：事務組織】 

管理運営の支援組織として、大学院事務部専門職大学院課イノベーション・マネ

ジメント専攻担当事務室が設置されており、関係する事務組織と有機的連携を図り

ながら、適切に運営されている。また、社会人学生への対応として、夜間及び土曜

日に市ヶ谷キャンパスで事務室を開室し、当該キャンパスの教員控室に１名のアシ

スタントを午後４時から午後９時 40 分まで配置し、講義資料の準備や機器の設定な

どを行っている。さらに、より高度な情報技術を常時使えるようにするために、Ｉ

Ｍネットワークシステム運用委託業者の専門技術スタッフが週１回、８時間出張し、

無線ＬＡＮ接続のためのノートパソコンの設定等のサポートを行っている。加えて、

2015（平成 27）年度から開講した英語学位プログラムであるＧＭＢＡの学生のため

に、英語対応の派遣職員スタッフが常駐している（評価の視点 7-6、7-7、7-8、点検・

評価報告書 71-72 頁、資料７-４「学校法人法政大学事務規程、職務権限規程」）。 

 

８ 点検・評価、情報公開 

（１）経営系専門職大学院基準の各項目に関する概評 

【項目 22：自己点検・評価】 

自己点検・評価のための仕組み・組織体制及び教学の改革・改善・実行のための

委員会として、「将来構想実行委員会」「カリキュラム委員会」「自己点検・ＦＤ委員

会」「学生アラムナイ委員会」を設置し、認証評価の実施にあわせて「自己点検・Ｆ

Ｄ委員会」を中心に教育研究活動等に関する評価項目・方法に基づいた自己点検・

評価を組織的かつ継続的な取組みとして実施している。こうした自己点検・評価以

外に、各委員会で検討された課題を毎月開催される研究科教授会の場で検証・討議

するほか、各委員会において年度ごとに計画を立て、年度末にとりまとめとして活

動の振り返りや翌年度に引き継ぐ課題等を確認している。ただし、現状では各委員

会におけるとりまとめが専攻全体として統括されていないので、組織的な実施が望

まれる（評価の視点 8-1、8-2、点検・評価報告書 73-74 頁、資料２-12「2016 年度、

2017 年度研究科教授会議事録抜粋 自己点検・ＦＤ委員会報告事項」、質問事項に対

する回答）。 

2008（平成 20）年度及び 2013（平成 25）年度に本協会の経営系専門職大学院認証

評価を受け、「自己点検・ＦＤ委員会」によるＦＤ活動の実質的かつ継続的な実施、
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成績評価方法及び基準のシラバスへの明記、自己点検・評価結果を専攻委員会で承

認する仕組みづくりなど改善・改革を遂行しており、指摘事項に適切に対応してい

る。さらに、2016（平成 28）年度以降定員は充足しつつあり、本協会による経営系

専門職大学院認証評価後の改善に向けた取組みは進展しつつあると判断できるが、

教員組織の構成、教員の評価基準の明確化、「経営情報修士（専門職）」学位の希望

者減少など、教育研究活動の改善・向上に向けた課題はいくつか残されている（評

価の視点 8-3、8-4、点検・評価報告書 74頁、資料２-12「2016 年度、2017 年度研究

科教授会議事録抜粋 自己点検・ＦＤ委員会報告事項」）。 

一方、ベンチャー企業経営者、大手企業経営者、知名度が高い個人及び修了生で

社会的に活躍している人から成る 12 名のプロジェクト・アドバイザーによる懇談会

を年１回実施して意見を聴取し、「将来構想実行委員会」等での議論、検討に役立て

ている点は特色として評価できる（評価の視点 8-5、点検・評価報告書 74 頁、資料

２-12「2016 年度、2017 年度研究科教授会議事録抜粋 自己点検・ＦＤ委員会報告事

項」）。 

 

【項目 23：情報公開】 

自己点検・評価の結果（点検・評価報告書）及び認証評価の結果については、ホ

ームページを通じて公表している（評価の視点 8-6、8-7、点検・評価報告書 74-75

頁、「IM ホームページ―大学基準協会による経営系専門職大学院認証評価」）。 

組織運営と諸活動の状況について社会に広く公開する手段として、ホームページ

のほか、オープン・キャンパスやオープン・セミナー、公開授業、個別相談会等の

機会を設けている。また、随時、専攻の問題等について各委員会で検討し、専攻委

員会で解決策もしくは方向性を決定し、その結果についてもパンフレット、ホーム

ページ、入試要項などで適宜公開している点は評価できる。 

また、「プロジェクト・メソッド」という教育プログラムによりビジネス・イノベ

ータを育成するという目的に即して、在学生や修了生の体験談、オープン・キャン

パスや関連するセミナーなどの「イベント情報」、修了生や教員の成果を公開する「ト

ピックス」などリアリティのある情報が、適時、ホームページやパンフレットにお

いて、情報公開されている（評価の視点 8-9、点検・評価報告書 75 頁、「IM ホーム

ページ」、資料１-２「2018 年度イノベーション・マネジメント研究科案内パンフレ

ット」）。 

 

（２）特 色 

１）ベンチャー企業経営者、大手企業経営者、知名度が高い個人及び当該専攻修

了生で社会的に活躍している人から成るプロジェクト・アドバイザーによる

懇談会を年１回実施して意見を聴取し、「将来構想実行委員会」等での議論、
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検討に役立てている点は特色といえる（評価の視点 8-5）。 

 

（３）検討課題 

１）認証評価の実施にあわせた自己点検・評価以外に、各種委員会において年度

ごとに計画を立て、年度末に活動の振り返りや翌年度に引き継ぐ課題等を確

認しているものの、これらが専攻全体として統括されていないので、組織的

な実施が望まれる（評価の視点 8-1、8-2）。 

 

 

以 上 

 


